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リペラル.パラドックスの終焉：社会選択論批判

谷 ロ 洋 志

において，規範的経済学， 

何ら自由主義的基礎を有し

序

h. K. Senは rPareto派リペラルの不可能性」と題する論文〔62〕

特に厚生経済学の中で支配的地位を占めてきたPareto的価値判断は，

ていないという命題を提示した。社会選択論に属するこの新しい不可能性は，リペラル.バラドッ 

クスとも呼ぱれ，論理は単純であったが，力、なりのコメントを要するほどの重要な内容を含んだも 

のであった。その理由を幾つか挙げると，

1 ) 従来までPareto的値値判断は自由主義的なものであると考えられていたので，

2 ) これまでPareto的価値判断を否定してきた人達に強力な追加的支持を与えたので，

3) SE明が明快かつ単純にもかかわらず，社会選択論における不可能性諸定理への重要な追加メ 

ニューと認められたので。

以上の三つは，コメンテーターの典型的な反応に直結する。1),の立場からは最も強力な批判が為 

された。つまり，Senの主張は形式的には正しいが，その実質的内容は全くの誤りである，と。こ 

れは，Senの自由主義概念の否定，さらにはSenのアプローチそれ自体の否定へと進んだ。この 

立場は後の3)とは異なり，雨立可能性を当然視する。2)の立場からはPareto的価値判断の持たら 

す悪しき帰結の提示か，もしくはParetoを超えた価値判断（例えば自由主義）の望ましさの例誰が 

付け加えられた。最後の3)の立場からは，Senの主張を根本的に認めた上で，つまりPareto的 

価値判断と自由主義的価値とは矛盾することがあることを認めた上で，どのような両立への道があ 

るかが追究された。

立場の相違は図1によって簡単に理解される。図 中 の は Pareto的価値，Liは自由主義的 

価値を表すとすると，3)の立場は両者が重なり合う斜線部をいかに調整するかを追究する。逆に，

* 本稿は1978年12月に早稲旧大学大学院経研報告会で行った報告及び1979年11月 にPublic Choice研究会で行った報 
吿に基づいている。著者はそれぞれの研究報告会に出席された諸氏，諸先輩の有益なコメントに対し謝意を表します* 

またPublic Choice研究会での報告の機会を与えて頂いた加藤寬慶大教授.内容の理解に関して数々の示唆を与えて 
下さった小松雅雄早大教授及び玉川大学の佐々木実雄氏に感謝します，
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1)の立場は図そのものを否定するか，もしくは両者を異次元において考える。 図1

2)は雨者の中間で図を認めることも否定することもできるが，いずれにせよ 

P aに対するL iの優先が主張されれぱそれでよいのである。

この論文は既述した様な多種多様のコメントに鑑みて，3)の対応を注意深 

く検討i ■ることによって，1)の対応を擁護すると共に2)の对応、を間接的に批判することを目的とす 

る。以下のI とI において，まず発端となったS e nの議論を要約し，彼の不可能性とバラドック 

ス解決の論理を皿で批判的に検討する。次に]V■とV において，もう一つの定式化を行ったGibbard 

の議論を要約し，彼のバラドックス解決の論理をで批判的に再検討する。狐はバラドックスが有 

する論理的構造を別の観点から再考する。すなわち，補償原理，囚人のジレンマ及び外部性の諸問 

題との清造的類似性を吟味することによって，S e nと Gibbardの問題解決の論理を批判する。

は以上の參論を整理し，Senの不可能性又はリベラル.バラドックスに関する論争からの教訓を要 

約，整理する。

エ. A. K. S e nの定式化

. (1)
S e nの不可能性の証明に要する社会選択状況は次の様である。すべての可能な社会状態の集合

を五（# £ミ3 ,すなわち集合五の要素の数は3以上)，問題となっている社会のすべての個々人の集合を

iV={l, ••‘， …， とし，各個人*'は五の上に定義される完全，反射かつ推移的選好
( 2 )

順序 /?tO'=l, « ) を有すると仮定される。 つまりパよ五上に定義されるニ項関係CRi』  

x £ ) であり，例えぱズダによって「個人*•は：Vよりズを選好するか又は無差別であるJ ことを 

意味する。厳格な選好関係及び無差別関係は/?f から定義され，それぞれP iと l i で表される。す 

なわち，

xPiy**xRiy (&〜タ/?‘ズ, ズ ム タ （& yRiX 

個人的選好順序のW組 Otuple) iRij R n )は選好プロフィルと呼ぱれ， このプロフィル 

から社会的選好関係が特定化される。 と同様に，i?から/ "と/ を定義することができる。もし

R が坑と同様に，完全，反射かつ推移的なら， これはA rrowの意味での社会厚生関数（Social
(3)

Welfare Function,以後SWFと省略）である。 しかしS e nの定式化ではS W F よりも緩い社会決 

定関数（Social Decision Function,以後SDFと省略）が使用される。 S D Fは完全，反射かつ非循環

注 （1 ) 以下では集合及び論理記号が頻繁に使用される。記号の意味はV(全称記号)，ヨ（特称記号)， 内含)，^ ( 等価)， 
〜(否定)，VG1言)，&(連言)，=(同一)，G(..'の要素)，C(の部分集合)，n (積集合)及びU(和集合）である。

(2) は（Vズ，y^E')x^y-*xRiy\/yRiX力•、成立するなら完全. (yxらE ) ズ■/?••ズ力:成立するなら反射，(Vx, y, ze：E) 

xRiy &ツ及‘之- ズあ' :が成立するなら推移的である。これらの特性をすべて満たすぷiは順序と言われ. 一般に無差別選 
好を許す。

<3 ) Arrowのものとは異なるBergson.の SW Fについては，谷ロ〔74〕を参照。
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リペラル. バラドックスの終焉：社会選択論批判

的であり， これらの特性は選択集合の存在を保証する必要十分条件である（Sen〔61, ch. 1*〕，Feld-

man〔IS, Gh.1〕を参照)。ここで五に属する選択集合をC(めで表すと， C (£：) ニ{ズ6 ^：|(プタ£ 五）
( 5 )

xRy]である。明らかに推移的■>非循環的である故に，SWF~»>SDFという論理的関係が存在する。 

すなわち，S D F が存在しなけれぱ含意によりS W F も存在しないという点にS e n の不可能性の 

'分析的意義がある。

以上の準備の下でS e n の不可能性を構成する条件が用意される。

条件£ / (無制限の領域） ： 論理的に可能なすべての選好プロフィルの 存在が許される。

この条件はArrow の不可能性でも使用され，これを制限した単蜂型選好の仮定によって可能性 

への道が開かれたことは周知の通りである。次の条件はPareto的価値半IJ断を表す。

条 件 (弱 Pareto原理）： すべての人がタよりズを選好するなら社会もそうすべきである。形 

式的には，Qix, y ^E )  ： (Vり ラ 。

条 件 P** (強 Pareto原理） ： すべての人が：Vよりズを同程度以上に良いと考え， 若千の人が 

よりズを厳格に選好するなら，社会はタよりズを選好すべきである。形式的には，

(yx, y^E )  ： (Vりズタぶ(ヨi)ズ？ぴ―ズ/か

S e n の定式化では条件？だけが使用され，条件严■は後に利用される。明らかに？*~>/^。 厚生 
■ ' ( 6 )

経済学で使用されるrpareto改言j の考えは条件？よりも？*に近い。 この意味でS e n の条件？

の選択はマイルドなものと言える。次の条件は（問題の多い）自由主義的値値を表すとされるもので

ある。特殊な性格を表す為にS e n のリペラリズムの条件と呼ぶことにする。

条 件 S2： (Senのリペラリズム）： 各人は次のような非対角ペア（ズナJV)を最低一つ以上有する。 

すなわち，《ズ， JV, i> e A o ここで，A は 個 人 :•の （Senの）自由主義的権利であり，また 

《ズ，y> y, iy & iy, x, />, <ズ，y, iy**{xPiy-^xPy')

問題が個人的な享柄に関するものであるなら，社会は彼の選好又は選択を尊重すべきだという自

(4)

注 （4 ) す な わ ち (ゾズ,.6 め ズ 1/*ズ,&ズ,タズ1<6 ...<&ズ,-1/»ズ，~»〜ズ》/»ズ1

(5) (yx, y, ズを準推移律と呼ぶと，推移■►準推移■►非循環という論理的関係が存在する。
( 6 ) 選好，選択及び厚生を同一と考えるならPareto改善は/>*に等い、。一般にこれらの諸概念を同一視することの問 

題については，Sen〔63〕〔64〕を参照，
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r三田学会雑誌j 74卷1 号 （1981年2月）

由主義的価値観を反映したものが条件S L の意味するところであるとされている。 しかし不可能性 

の証明のためには，また独裁者を含意しないためには，条 件 S L よりも緩い条件M L で十分とさ 

れる。

条件m l ( ミニマル.リペラリズム）： 次のような権利を有する個人が最低2 人存在する。

& 《ズ，JV,:.》e A  & iWj Z, j}^D j

以上の条件から，Senは次の不可能性定理を述べる。

定理1 (Pareto派リペラルの不可能性）： 条 件 U, P, M L を満たすS D F は存在しない。

〔証明〕 誰明は次の三つの部分から構成される。

( ケース'1 ) (ズ，タ）= («；, Z ) の時：

条件f/に よ り zPjW とする。条 件 iWLに よ り ズ ぶ zPm;。しかしxPツP x となり矛盾。 

(ケース2) {x, y) n {Wt z、キネの時：

x = w とする。条件C/'によりズPtダ■FV?, yPjzPjW の時，条 件 M L によりxPyセ、つ zPw。また 

条 件 に よ り タ し か し ズ ズ と な り 矛 盾 。 '

(ケース 3) {x, y} n {Wf z]=<l> の時：

条 件 f/ に よ り かつyP !ioP !zP jX とする。条 件 M L によりxPyかつwPz。 また 

条件_PによりyPwかつzPjc。しかしncPyPwPzPxとなり矛盾。 ’ Q. E. D.

ところで条件SL~^MLなので次の系が含意される。

系 2 : 条 件 U, P, S L を満たすSDFは存在しない。

また》' とゾを集団と考え， 条 件 M L を再解釈したものをミニマル•フュデラリズム（M F ) の条 

件と呼ぶと，次の定理も導出される。

定理3 ( ミニマル. フエデラリズムの不可能性） : 条件U, r ,  M F を満たすSD F は存在しない。 

I I . S e n の例！E とバラドックス解決

簡潔明瞭なSenの不可能性定理に具体的内容が与えられると無味乾燥なる記号論理の世界は色気
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リペラル. バラドプクスの終焉：社会選択論批判 

ある現実世界ぺと変わる。 S e n は次の例を与える。今，『チャタレ一夫人の恋人』がー冊だけあり， 

この本を読むべきかどうか，またそうなら誰が読むべきかどうかを巡(って高潔なる人物:'と低俗な 

る人物ゾとが思案している状況を考える。一冊しか無い関係で両者同時に読むことが出来ないので， 

彼らの前にある選択肢はズ（f が読む)，y O 'が読む）及び2 (誰も読まない）の三つだけ.であ 

る。これらに関するi の選好 は zP ixP iyであり， j の選好はxPjyPjZである。

ここでS e n の条件M L は，ズと2 間での選択まをi に与え， 3^と2 間での選択権をj に与える。 

従って社会はzPxかつyP zと評価すべきとされる。 これだけならダ/"2h となり問題はないが， 

全員一致の選好はズPタを主張し，ここで自由主義的価値を反映した社会的決定が覆されることと 

なる* つまり条件の働きは社会的評価を循環的とし， ここに二つの価値の対立が露顕するわけで 

ある。

S e n の具体例がいかに多くの問題点を宿しているかの考察は皿で行うこととし， ここではSen 

が考えたバラドックスの解決策を取り上げる。例からも予想されるように，最も簡単な解決策は条 

件P の作用を抑えることやある。このためにSenは条件/"を条件付にすることを提案する。つまり 

条件M L によって認められた権利が条件P の働きによって否定されるけなわち社会選択に反映され 

なくなる）場合には，条件の作用を否定し，それ以外のケースには条件を認めてもよいというのが 

彼の解決策である。 図 1 を使って言えぱ， 斜線部分では& よりもんt を優先させ，その他の部分 

ではP a とL iの両方を認めるというのがSenのバラドプクス解消の論理である。

形式的には次のように述べられる。個人*•が社会選択において力クントしてもらいたいと願う/?t 

の部分関係（sub.relation)をみとす(ど。F*, 7 tはルから定義される。 この時，条件付弱Pareto 

及び条件付強Pareto原理を形式的に表すと，

条 件 C P 〔条件付弱Pareto原理）；

(Vズ, ysE) : (vi)xPty-*xPyo

条 件 CP* (条件付強Pareto原理）：

(Vズ，y^E) ： 0 りズ*̂ 0̂ ぶ(ヨりズ户ぴ~>ズ?タ。

次に，他者の個人的権利と両立し得る斤t を社会選択において力クントしてもらいたいと願う個 

人 : 'のことを権利尊重者と呼び， で表す。さらに，定理1 の証明におけるケース1 から明らか 

なように，個人的権利体系それ自体が非整合的であり得るので（これはIVで検討するようにA. Gibbard 

によって指摘された)，これの整合性が必要とされる。すなわち，

注（7) (V jc,タ€ め { 0 あ>̂~>ズ/?00&(ズ汽ク~+ズ/^：)0}。Suzumura〔70〕 も参照。
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条 件 CL (整合的な自由主義）： 各人は次のような非対角ペア（ズ卖JV)を最低一つ以上有する。す 

なわち，’《ズ，yy i}^D\dD\ここでD\は の 順 序 D ' の部分関係である。

以上の定義と条件を使ってS e n の解決は次の定理に集約される。

定理4 : / ? f が 1人以上存在するなら，条 件 U, CP*, C L を満たすS D F が存在する。

論理は極めて単純である。条件P 又 は が C P 又 は CP**に変わることによってi??*に拒否権 

が与えられ，彼が他者の権利を尊重する方向で拒否権を行使することによって対立が回避される 

(IE明については，Sen〔65〕及 ぴ Suzumura〔71〕を参照）。

皿 . S e n の定式化における諸問題

Senの定式化に对しては様々な立場からの批判があろうが， ここではそのすべてを詳細に吟味す 

ることはしないで，最も重要と考えられる論点に的を絞って議論する。まず初めに，Senの定式化 

に対するParetian L iberalからの最も妥当な批判としてSugdenの議論を取り上げ，次にSen 

の 条件S L 又 は M L は権利行使を全く否定するものであるということ， 最 後 に S e n の具体例は 

初めから社会的次元又は道徳的次元で考察されていることを指摘する。

DI-1 . Pare to派リペラリストの雄理

S e n は J. S. M ill,F . A. Hayek及 び A. G ram sciといった全く異質的な思想家を引き合い 

に出して，彼らは個々人には他者の介入を許さない保護された領域（protected sphere)がある， と 

いう点では共通していたことを指摘する〔65, p. 218〕。 そしてこのprotected sphereを表 し た  

ものこそ彼の条件Sムに他ならないことを強調する。初2*6はこの条件に多様な解釈を許すLiberal 

(cf. Machlup〔36〕） という用語を当てていたが，後 に Libertarianismという用語に変え， 幾つ

'かの具体例を与えることによって， この考えとその形式的表現としての条件S L の正当化に努め
«  け）

た。用語の選択には多少の問題があると思われるが，用語の変更それ自体は条件が伝える内容を変 

える訳ではないので，これ以上の追及はしない。要はいかなる立場の人であれ，protected sphere

注（8 ) なぜならLibertarianの主張は個人对国家の問題に重点を置いてきたが， Senの議論では国家の果す役割は不明 
確だからである。彼らの主張として共通するのはfree marketの重視， 国家介入の極小化であるが， 中にはレセ. 

フェールやアナーキズムに近いものもある。Libertarianの最近の著作としては，Alchian〔2〕，Alchian & Allen 

〔3〕，Friedman〔21〕，Hayek〔24〕，Kirzner〔31〕，LittlechUd C35〕， Machlup C36〕，Nozick〔45〕. Ro. 

thbard〔51〕〔52〕及ぴ Rowley & Peacock〔56〕を参照
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の存在を否定する人はいないであろうということを指摘すれぱ足りる。 Pareto派リペラリストも

勿論これに含まれるので，彼らの批判はS e n の条件S L 又 は M L が protected sphereの正し

い解釈でないという点に向けられる。この方向で有益な議論を提供したのはSugden〔69〕だと思 
(9) ■

われる。

Sugdenの批判は次のように要約される。"protected sphere" として認められる個人的権利は 

ある選択対象の集合に関しての当該個人の選択の自由のことを言うのであって，この集合に関する 

彼の個人的選択が社会的意思決定者（又は決定機構）に伝えられて，それが強制されることとは無関 

係なのである。ま た Paretianismは各人が I■達成可能なすべての社会状態に関して選択の自由を 

持つべき」〔69, P. 260〕ことを要求するのであって，選択の自由にロを差し挟むこととは無関係な 

のである。従 っ て S e n の rチ ャ タ レ 一夫人の恋人J の例で言えぱ， どちらかに所有権があれぱそ 

の人が良いと考えることを実行すれぱいいし（すなわち彼に選択の自由が与えられる）， 誰が読むべき 

力、を決定するために選好集計の場又は社会的意思決定者を必要とするのであれ.ぱ，何らかの手段 

(例えぱ役票）によって順位付けを行い，その決定が遵守されれば問題は解決するのである。 後者の
(1の

場合，問題は個々人の次元を超えて明らかに社会的なものになっていることに注意せねぱならない。

選択の自由を後者の問題に移し変えることは社会による行為の強制を含意しているのであり，かよ

うなアプローチをとったS e n の方法は，独裁的意思決定者のバラダイムであるとSugdenは命 
(11)

名している。

皿-2. S e nの条件S L 及 び の 含 意

Pareto派リベラリストからの条件S L 及 び M L の批判に対し，S en はそれらの条件の否定は 

r社会における他の人々の選好に関係なく，人が好きなものを読み，好きなように寝て，好きなよ 

うに着飾る（強調は原文）」〔62, P .157〕ことの否定を等しいと主張するいさらには，条件M F を 

提 出 し たBatra & Pattanaik〔9 〕は，条件の否定は最小限の自治さえも種々の集団に認めない 

ことに等しいと主張する（P. 7) 。

しかしながら彼らの主張は全くナンセンスなものと言わざるを得ない。Senの条件M Lを考えて 

みよう。 個人とメにはそれぞれペア（ズ，j O と （Ml, z ) に対する決定^|限が賦与される。 ここ 

までは良い。し か し 社 会 選 択 が で あ つ た と す れ ば ，S e n と Batra & Pattanaikはこ 

こ で S D F が .rを選択すべきことを要求する。 ここに問題がある。 つ ま り （M；, Z ) に対する；の 

個人的権利の行使は実現されないか，もしくは否定されてしまうのである。条件をC L に変えても

注（9 ) その他の批判としてはHillinger & Lapham〔25〕及ぴOsborne〔46〕を参照。 Sugdenに近いものとしては 
Farrell〔17〕の r自由主義的分割j 力:ある。

(1のこの点の指摘はBuchananによっても行われた。Mueller〔41, p. 202〕を参照。
(1 1 )同趣旨の批利としては，Rowley〔54〕〔55〕を参照。
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事情は変わない。従って， S en及 び Batra & Pattanaikの枠組の中では， 各 人 に "protected 

sphere"の存在を認めたとしても，社会は結果としてその中の一'^^^しか認めないという奇妙な権料 

体系が作られているのである。すべての人に権利を与えておきながら（条件SZO ,ただ1 人にし力、 

権利行使を認めない異常な権利体系である。しかも，決定力を有するペアに対する各人の選好は1 

人の幸運者を選び出す社会選択プロセスに組み込まれるので，各人の顕示選好は他人依存型，すな
(12) ( 13) ‘

わち戦略的とならざるを得ない（cf. Kam i〔27〕) 。 ここに社会選択論の誤用又は乱用が东唆され 

る0

ffl-3. rチャタレ一夫人の恋人』の取级い

Sugden• の解決の中にもあったように，rチャタレ一夫人の恋人』を誰が読むべきかの問題以前

に，本の所有権，財産権は誰にあるかという問題がある。さらにはそれ以前に，出版の自由と表現

の自由が問われねぱならない。性道徳に自由な態度を取る社会であれば，読みたい人があれぱそ

本を購入すれぱそれで済むのであって，誰が読むべきかなどと鹿爪らしく考える必要はない。 Sen

の例の様に，一冊しか無けれぱ「所有者の勝手」 ということになる。しかし自称r高潔なる人J が

多数を占める社会では問題は複雑になる。いずれにせよ，誰が読むべきかの問題は所有;ft , 表現及

び出版の自由といった問題とは切り離せない。Sen自身，問題は道德的剩断に関するものである力、

もしれないことを示唆している. 〔64〕〔68〕力’S この時， 自由とは異なる次元のことが論じられて
(14)

いると言わねぱならない。明らかに「純粋に個人的な享柄J に属するものではない，

W. A. G ibbardの定式化

S e n の枠組では権利構造が不明確であったが，この点を明示的に扱ったのはA. G ibbard〔23) 

である。彼は社会状態を多次元ぺクトルとして把えることから出発する。すなわち社会状態五は直 

積集合£：=M ixM 2X…x M ,である。 こ こ で (ゐ= 1 , S ) はだが有する)5;番目の側面の特 

徴の集合であり， そ れ ぞ れ ニ つ 以 上 の 特 徴 を 持 つ さ 2)。従 っ て 特 定 の 社 会 状 態 ズ は 5個 

の側面の特徴を持ったものとして理解される。かように解釈することによって各側面の特徴の選択

注( 1 2 )これはS e id l〔59〕の unWorm liberalism及ぴselective liberalismについても同様である。一般に財産権構; 
造が人間行動に及ぽす影響の分析にっいては，A lch ian〔2〕及ぴPejovich〔48〕等を参照。またA r r o w 〔7〕及 

びVI,VIの議論も参照。

(1 3 )またSenの条件S L と条件/"とは決定力に関して正反対の位置にあることにも注意を向ける必要があろう，かって 
Murakami〔42〕は条件S L によってペアに対する決定力が認められる人物をr最も弱い意味での独裁者j (p. 56)

と呼んだことがある。
(1 4 )これらぱConstitutionの中で明示的に扱われねぱならない。もしこの中で自由に読むことを認める条項があれば， 

道徳といえどもMr. Aに本を読むことを禁ずることはできない，
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は権利を与えられた個人の守備範囲となる。 これをより明確にするためにメ-バリアント概念が使 

用される。すなわちズ，タ そ れ ぞ れ の 第 7 成分だけが異なるならば，ズはツのメ-バリアントと 

言われる。例えぱ，

ズ= 〈ズ1 , Xj-if JCj,ズゴ+ 1 , ズ,〉, ダ=  <ズ1， JC '-l,力 , Xj+I, ズ,〉o

以上の概念と定義を使ってGibbardは最初の自由主義の条件を述べる。

条 件 GZX1) (Gibbardの第1 自由主義）： プ•- バリアントのズ，y ^ E すべてのペアに関し，各人 

が 《ズ，y, i ) ^ D f となる権利を有する_；'(1さゾ̂ 5) が存在する。 ここで パ は 個 人 i の （Gibbard 

の）自由主義的権利。

しかしGibbardは条件GLCOの非整合性を指摘する。

定理5 ： # N さ2 なら，条 件U, GLCOを満たすS D F は存在しない。

〔註明〕 一般性を失うことなく， ニ2’ E=M ixM 2, #M i = #M 2 = 2, x = (：a , め，jv = 0 , ろ)， 

か= ひ，a), z = (b, b ) とし，個人1 と2 はそれぞれM lとM2 に対して決定力を有すると仮定し 

よう。条件t/ よりyPiwPixPiZ, zPixPzwPzyとすれぱ，条件Gム( 1 ) よ り yf\z~*ッPz, tuPiX-f 

wPx, xPzy-^xPy, zP̂ w-̂ zPWo しかし xPvPzPtvPx。 Q. E. D.

Gibbardは，条件GL(1) の非整合性は個人的選好順序が相互依存的なことに起因していること 

を指摘し，次の条件に変更する。

条 件 GL(2) (Gibbardの第2 自由主義）： j - バリアントのすぺてのペアズ，y ^ E に関し，各人 

が無条件の選好を有するならぱその時に限り各人が《ズ，y* の?■*となる権利を有する_/(1ぐ ^ 5) 

が存在する。Z?r•■は個人i の自由主義的権利。

定理6 ： s ^ # N なら，条 件 U、GU2')を満たすSDFが存在する。

証明は省くが論理は早純である。要するに条件G L (2 )の定義より，各人が無条件に選好する特 

徵だけから成る社会状態はその他のどれかより必ず選好され，社会的にぺストのものとして残るわ 

けである。しかしGibbardは次に条件？と G L (2 )との非整合性を指摘する。
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定理7 : s さ# iV なら，条 件 £/, P, G L (2 )を満たすSD Fは存在しない。

〔狂明〕 定理5 の証明におけるものと同じ選択対象，個々人及び決定力を仮定する。条件ひによ 

りズ？1«̂ ?1グア12, zPiWPzyPzX とすれぱ，条件 G L (2 )より xPiW 一:!cPw’ yPiZ^yPz,タ P2 ズ ズ ， 

zPiW^zPWoまた条件？よ り タ 。し力、しこの時wP;yPjcPw又はu；Pタ と な り 矛 盾 。

Q. E. D.

定理7 は rG ibbardのバラドックスj と呼ばれ， S e n のそれと合わせてリペラル•バラドック 

スを構成している。

V- G ibbardのパラドックス解決

Gibbardは定理7 の例をニつ挙げているが，その中の一 3̂は社会状態の定義を除けばSenの例 

証と完全に一致する。 それ故ここでもS e n の例を使ってG ibbardの解決策を論ずることにしよ 

う。言うまでもなく同一の論理はG ibbardのもう一'^ の例にも当て嵌まる。

以前の例では，個 人 : 'とゾの選好順序はそれぞれzPiズ/\：v と JcPjyPjZであり，それぞれペア 

(ズ，2 ) 及 び （JV, Z ) に対して決定力を有していた。Senは個々人の権利行使とPareto原理の発 

動で発生する選好サイクルに対し，条件P を条件付にすることによって解決を求めたが，Gibbard 

は S e n とは逆に，条 件 G L (2 )を条件付にすることを提案した。上の例で言えぱ， ペ ア （ズ，z) 

又 は （：y, 2) のどちらかに対する権利行使を保留させてサイクルを打ち破ろうというのが彼の論理 

である。 2人が自由に交渉できるとすれば恐らくズが公正なものとして選択され，結局ペア（ズ，2) 

に対すろi の権利行使が留保される。従ってズiラ/"之となり， ズがベスト， すなわちi が本を読む， 

ということに落ち着く。再び図1 を使って言えぱ， 斜線部ではこf よりもP a を優先させ， その他 

の部分では両方を認めるというのがG ibbardの論理である。 •

形式的には次のように述べられる。権利体系をD っ(：D、’ D ^ ')とし， 力 《ズ，y, t) , そ 

こでズとタはブバリアントとする。 ネた選択対象の有跟列タ1 , y r をZ]で表すとすれば， 次 

のような！]がある時には個人ろは彼の権利《ズ，タ，ろ》 を放棄する。すなわち，

(i) xPbyy

(ii) ニズ,

(iii)ツ ぬ 1,
(15)

(iv)すべての i( = l, r - D に関して次のどちらかが必ず成立。 （Vc)jVf/\yけ1 又 は （ヨe)

注(15) の後者の条件が最低一つ以上成立していなけれぱみの選好順序はを示すこととなり仮定と矛盾する。すなわ 
ち，S のどこ力、においてft以外の権利保有者が存在していなけれぱならない。これはSenの条件AfZを想起させるぱ 
かりでなく，両 者 （権利保有者）の相互依存性が明示的に組み込まれていることをましている。
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ac=^b&iyu yt+u c>e Dc&yiPeyt+O

b が権利を放棄しなければ彼は権利を行使すると言われる。また上記の(り〜(iv)が成立する時には 

権利を放棄するが，それ以外の場合は権利行使が是認される権利は「譲渡可能な権利J と言われ 

る。
以上の定義を使ってGibbardはパラドックス解決のための条件及び定理8 を提示する。

条 件 GZ (̂3) (Gibbardの第3 自由主*0 : j- バリアントのすぺてのペアぁタS 丑に関して，各人 

が譲渡可能な権利を有するi  (1ぐ シ ）が存在する。

定理8 : s ミ# iV なら，条 件 U, P, Gi：( 3 ) を満たすSDFが存在する（誕明についてはGibbard 

〔23〕を参照)。

VI- Gibbardの定式化における諸問題

我々は皿でS e n の定式化における諸問題を吟味したが， そのうちの幾つかはGibbardにも妥 

当 す る （例えぱSugdenの批判)。 この点を考慮して以下では次の3 点を中心に論ずる。第 1 はGib. 

b a rd の権利行使ルールに潜む問題， 第 2 は彼の条件GZ^(3)及び定理8 の含意の検討， 第 3 は 

G ibbardの分析に対する現実的側面からの批判である。

\I-1. Gibbardの権利行使ルール

K e lly 〔29〕〔30〕は，G ibbardの権利放棄基準には特に二つの欠陥があることを指摘する。 第 

1 に，個人ろはペア（ズ，力に対する権利を行使すれぱ彼が選好しないタとせいぜい同程度とみな 

すタ1 の社会選択を強制されるが，特 に タ/^y iの可能性を考える必要はない。 従 っ て G ibbardの 

条件(iii)を タ ダ 1 からダ？け 1 に変更すべきことをK e llyは主張する。 彼はこれによってGibbard 

の得た結果は何らの影響も受けないことを強調した。しかしながら，鈴村は最近の論文〔73〕の中 

で，K e lly の修正条件はろに何をも失わさせないが，同様に何をも得させないと主張し，Kellyの 

修正条件と条件との非整合性をIE明した。鈴 村 はK e llyへの批判を通じて，Gibbardのシスチ 

ムでは，プラスの利得が得られない限りま利行使は望ましくないC73, P. 414〕，と考えられている 

ことを明らかにしたのである。

K e lly が批判する第2 の論点はこうである。個人ろは権利行使によって：v よりも選好しない:Viの 

社会選択を強制されるが，このグ1を含む連続的有限列2 '  = <2i, Zg<i=yi' ) の存在は彼の統制範 

囲外にあるE を修するかもしれない。従って彼はG ibbardのルールを不満足なものだとし，E
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を補修するE ' の効力を無効とするもう一'̂ 3̂の 有 限 列 = …，tVt C = z O の存在を条件に付 

' 加すべきだと主張した。しかしながら，K ellyによるGibbardの権利行使ルールの修正にもかか 

わらず，鈴 村 〔73〕はこの再後正条件と条件f /との非整合性を証明し，権利行使の時点確^ S)問題 

を残していたG ibbardのルールのK e lly のルールによる代替の欠陥を明らかにした。 この点は 

条件の再検討によってより明白になる。

YI-2.条 件 G ふ(3)及び定理8 の解教

G ibbardの権利行使ルールにおいて決定的なことは， ろの権利行使の決定がc の 利 行 使 に 依  

存している点である。条 件 GL(3)の問題点はすべてここに横たわっているの で ある。第 1に， 

K ellyも指摘したように，各人は自身のすべての権利，自身の選好順序及び他者の選好順序のすぺ 

てを知らなければならない。次に，以上の情報のすべてが中央計画局に伝達されねばならないとし 

たら，期待されるように，各人には戦略的行動又は意思表示の可能性が生まれる。 K arn i〔27〕が 

証明したように，Gibbardの枠組の下では,真正の選好を表示しないことによって自分に有利とな 

るように社会選択の帰結を操作し得る個人が存在するのである。 この場合の帰結は，当該個人の個 

性，保有情報量等々に依存しており，全く恣、意的なものだと判断せざるを得ない。

V[-3. Gibbard 批利

我々はmにおいて，自由主義的価値は選択の自由に関わるのであって個人的選好—社会選択と、 

ゥたメカニズムに移されることとは無関係であると主張した。問題があるとしたら，それはいかな 

る選択対象に関する選択の自由を認めるかという点にある。つまり，どのようにして各人の権利区 

分又は分割を取り決めるかが問題である（cf. Farrel〔I7〕）。ま利体系が規定されれば，各人がこれ 

を遵守するところにPareto的要素が導入されるのであって，権利行使の時点において，それが確 

. かに当人の権利内の行動又は選択である限り，社会選択を語ることは全く不要である。m でも指摘 

したように， Gibbard—Kelly—鈴村の権利行使ルールの分析はその用語にもかかわらず，権利関 

係が規定されていない状況の分析であって，具体的イメージとしては，グループ全体の意思決定に 

おける各サプ. グループの利害調整を思い浮かべるとわかり易い。

ところで， G ibbardの権利放棄基準はi に放棄を耍求したが，もし；に放棄を要求したらどう 

なるであろう力、。 この患合，条件P と*'のま利行使はzPズという社会選択を結果する。すなわ 

ち ■■誰も読まないJ ことが最適解ということになる。この解決は何故G ibbardのそれより劣ると 

されねばならないのであろう力、。

注 （1 6 )いつ権利を行使すぺきかという問題は結局誰の権利を放棄させるべきかということである。この問題の直観的理解に 
ついてはVIIの図5を参照*
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ま た Gibbardは彼の具体例の解決の中で，両者による交渉の可能性を述ぺたが，もし具体例が 

交渉を許さないものであったとしたら，また相手の選好順序が相方に知られていないとしたら，そ 

して自身の権利のすべてが明確に理解されていないとしたら， Gibbardの解決策は完全に冗解し 

てしまうであろう。しかしこのような状況こそ一般的で，"protected sphere" の要求と密接に関 

わっているのではなかろう力、。

要するに， ノバリアント概念の導入は現実味を加えたように思われるが, せいぜいのところ， 

問題は定理6 でストップされるべきであり，それに至る過程は再検討されるべきである。

Vff. バラドックスの論理構造の再検討

この節では以前と少し角度を変えて，バラドックスの論理を再考 

してみたい。そこで，まず問題を効用次元で把え直すことによって 

補償原理との構造的類似性を指摘する。次に利得構造が形式的に一 

致する囚人のジレンマとの関連を吟味する。最後に問題そのものは 

I■外部性」のそれであるという観点から皿，\1及びこの節の議論を 

統合する。

祖- 1 . リペラル•バラドックスと補憤原理

S e n と Gibbardのバラドタクスは効用次元で考えてみるとわか 

り易い。そこで以下では代表的個人1 と2 を考え，雨者はそれぞれ 

ペ ア （ズ，y ')及 び （ti；, 2 ) もしくは1-バリアント及び2-バリアン 

トに対する決定力を有するというモデルを考える。

図 2 は両® に個人1 と2 の序数的効用水準をとり，Senのバラ 

ドックスを効用面で図解したものである。実線及び点線の矢印はそ 

れ ぞ れ 条 件 と P による社会選択の方向を示す。

同様にして図3 は G ibbardの条件GL(1) の非整合性を図解し 

たものである（定理5)。そこでズ= (fl, a), y = (a ,め，w = (J),め , 

z=ib, 6 ) である。実 線 の 矢 印 は 条 件 が 含 意 す る 社 会 選 択  

の方向を示す。以下の図4 〜 6 の矢印も同様に解釈される。 ‘

次に図4 は条件G L (2 )とP との非整合性を示す。つまり定理7 

を図解したものである。

図5 の （a ) と （b ) 及び図6 は図4 における社会選択の循環に対
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す る G ibbardと S e n の解決案を表したものである。 各図は彼らの特殊な解決方法を示唆してい 

る。\1でも指摘されたように，Gibbardの解決案では誰の権利を放棄すべきかが重要問題となり， 

S e n の解決案では条件？の棄却により，Pareto非最適な社会状態力'、選択される。）

図5 図6

(a) (b)

1の権利放棄 2 の:f i利放棄

以上のようにパラドプクスを把握した上で，ここでは図 2 と補償原理との類似性を吟味しよう，

図 7 は非推移的であると批判された（cf. Mishan〔4の）L it t le の二重基準（分配基準とPareto基準） 

を表す。批判の論理はS e n のパ ラ ド クスと全く同一である。 すな ‘ 図7

わち，同一効用フロンチィア上にあるものを順位付ける分配判断は 

xPy ☆、つ tuPzと判断し，Pareto基 準 は zP x か つ y.Pwと判断す‘

る。故 に xPyPwPzPズ となり矛盾である。

しかしこれに对しては以前と同じことが言える。つ ま り 問 題 は  

Paretoよりも分配判断（又は特殊な自由主義的条件）それ自体にある 

ということ。 L it t le 〔33〕C34)と N g 〔44〕による二重基準の提唱はそれ故Paretoの条件を覆 

すことのない整合的な分配判断が必要だということを主張していると理解した方が良い。自由の値 

値を表す条件又は分配判断が最重要なら， そ こ に は Pare to 基準が介入する余地はないのであゥ 

て問題の設定は今のものとは異ならざるを得ない。これは皿のSugdenの議論を想起させる，

通-2 . リペラル.バラドックスと囚人のジレンマ

2 個人の選好順序及ぴ因6 におけるS e n のバラドックス解決にも見られるように， 状況は囚人 
(18)

のジレンマのそれに類似する。しかし囚人のジレンマでは，各個人の孤立した合理主義的行動が

注(17) Senの解決策は非Pareto型社会厚生関数の選択と考えることもできる。 例 え み 

ぱ右0 の NP1Vは非Pareto型，■PITは Pareto型のものを表している（cf.
George & Shorey〔22» p. 64 }),しかし非Pareto型は極端に平等主義的か，
又は極端に不平等的とならざるを得ないように思われる。 例 え ぱ 図 のNPW は 
NPW,>NPW ,とすれぱ前者であり， これがどちらかの軸に急に傾いているよう 
なら後者に近くなろう•

(18) Cf. Aldrich〔4〕〔5〕，Bernnholz〔1の，Fine〔20〕及ぴMiller〔39〕。囚人のジレンマに関する詳細な議論に 
ついては. Rapoport & Chamtnah〔50〕を參照.

U2

106



リペラル .バラドプクスの 終焉: 社会選択論批利 
_  (19)
Pareto非最適な帰結をもたらし，ここから集合的行動が正当化されるのに対し， リペラル.バラ 

ドjrクスでは，各 人 の I■孤立した合理的なま利行使J' (Suzumura C73, p. 411；) ) が Pareto非最適

状態をもたらし， これにPareto原理の要請が加わるために， 結果として各人の権利行使が制限
(20)

されるのだと説明される。同一の形式的構造から正反対の含意が引き出されるわけである。

これに対する一つの解答はIEで強調したように，Senの問題設定の誤りを指摘することである。
(21)

しかしS e n 〔64〕は異なる解釈を与えている。

彼は異なる含意が引き出されるのは「それぞれの選好順序の道徳的ステータスの違いJ〔64, p. 66) 

にあると言う。つまりPareto‘dominateする選択対象（例えぱ図4の：vに対する《0 は囚人のジレ 

ンマの場合，他の選択対象より下位に置かれるべきr明白な道徳的理由J が無いのに対し， リペラ 

ル .バ ラ ド ッ ク ス で は 自由の価値によって低位にラ ン ク さ れ るべき道徳的理由があるからである，

と彼は説明する。 しかしこの説明が妥当なものなら， 何故権利行使の次元にPareto原理が入り 

込むことができるの力、。 これは結局meddlesomeな人間 (Blau〔11〕）又 は busybodyな人間 

(Osborne〔46〕） に他人の個人的問題への千渉を許すことに•通じる。 次にこれを吟味することにし 

よう。

纽- 3 . リペラル•バラドックスと外部性

S en は発端となった論文の脚注6 〔62, p. 157〕で次のように述べる。 「こ こで問題になってい

ることは，あるタイプの外部性を与件とした時の，自由主義的価値の論脈における目的としての

Pareto最適性の受容可能性である（強調は原文）j と。この与件とされた外部性の解釈としてはニ

つあり，それぞれS e n と Gibbardに結び付けることができる。

第 1 の解釈は， 外部性を相互依存的効用関数の存在とみなす立場であり，’ S e n 自身の念頭にあ

ったのも， 或 い はmeddlesome ,又 は busybodyな人間に関する議論もこれに関連している。丄

かしながら，Senが引き出した結論及びそこに至る経過はこの種の外部性解決の議論とはかなり異

なっている。従って次のような批判が成り立つ。第 1に，相互依存性の単なる存在は当事者間又は
(22)

第 3者による集合的行動を必ずしも要しない。第 2 に，この種の状況に条件P を持ち出すことは全 

く不適切である。 2人の間での相互依存性が問題となっているのであれぱ，その他の人の選好は無

注(19) Buchanan〔14〕〔15〕，黑川. 関 谷 〔3り 及 び Sen〔60〕を参照。 しかしこのような見解には幾っかの疑問も提出 
されている。例えば，Ions〔26〕及 びSen〔63〕を参照。

(2の Suzumura〔73〕はメタ. ゲームを考えることによって通常の解決を得た。
(2 1 )今までの議論からも推察されるように， Sen自身のパラドダクスの解釈は一つでない。 彼の具体例は道徳を問題と 

し念頭にあるのは効用の相互依存性の存在（すなわち外部性）である。しかも以下の議論が示すように，問題は選好 
の集計にあるのか，特定の行為の実現可能性にあるのかはっきりしない， 従って本稿におけるSenのバラド，クスに 
対する批判は彼が提供する複数の議論に向けられる。

(22) r私的行動の外部効果の存在は，ある活動が集合的選択の領城に置かれる為の必要条件でもないし十分条件でもないJ 

(Buchanan & Tullock〔16, p. 60〕）。
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関係である。 最後に， 両当事者間の交渉によってPareto最適な社会状態が選択されるなら，こ
(23)

れは個々人の自由の侵害などとは考えちれない。

第 2 の解釈は，個々人の権利体系の不明確が個々人間に問題を生み出す状況を外部性とみる立場

であり，Gibbardが考えた状況はこれだと思われる。彼の条件G L の改訂作業はCoase—Buch.
(24)

anan 的な財産権構造の明確化の要求を想起させる。 従来まで個々人の自由にまかせておいて良い

と考えられた行動が他者の同後な自由を長害する時，求められるのは両者の自由の調整，すなわち

個人的権利の再規定であろう。こうして出来上がった新権利体系によって，各人は社会状態の特定

部分空間を構成する個人的問題領域の中で選択の自由を行使することが許されよう。Pareto原理

が利用されるべき論理は存在しないし，現実的に利用は不可能である。従 っ て Gibbardは定理7

及び8 を考え出す必要はなかったのである（VI-3も参照)。

いずれにせよ，外部性の観点からバラドックスを解釈すると次の結論に導かれる。 リペラル•バ

ラドックスは少なくともS e n の考えた意味では存在しないということ。S e n と G ibbardの議論

は全く性質の異なる次元のものである。 すなわち， S e n に お い て は 現行の権利体系又は権利分配

の是非が問題となっており， Gibbardにおいては現行の権利体系の不完全性が主題となっているc

彼らの考えた状況はまさしく外部性のそれであって,..提案された解決策は全く不適切なものだと言
(26)

わざるを得ない。

W . 論争からの教訓：社会選択とは何か？
\

前節の最後で我々はリペラル• バラドックスの存在を否定した。この結論を導くためにたどった 

道筋は，次のように要約される。

自由主義的価値とPareto的価値との対立を述べるリペラル.パラドックスについては様々な贊

注(23) Sen.の問題としたことが行為の実現にあるならぱ（注21も参照)，そして状況が外部性のそれであったならぱ，当然， 
交渉によるgainsイrom.tradeが期待されてもよい。この種の批判に対する逃げ道は問題を道徳的に扱って，交渉を 
認めないという立場であろう。MI-2の議論も参照。

(24) Gibbardの権利体系を修正しようとした試みも幾つかあった（例えぱ，Austen-Smith〔8〕及びFerejohn〔19〕 
力’、，これらにもこれまでの批判が妥当する。

(2 5 )勿 論 Arrow〔7〕も指摘するように，財産権又は様々な諸権利体系の再規定が非効率を生むことは十分あり得る。 
しかしこれから集合的行動が正当化されるにぱ幾つかのthrMholdを超えねぱならない。Buchanan & Tullock〔16〕 
の r相互依存性のコストj はその一例であろう0

(2 6 )上述した第1の解釈はPareto.irrelevantなものに関わり，第2 のものはPareto-relevantな外部性を扱ってい 
るとも考えられる， リペラル•バラドックスを外部性の問題として把えることについては城西大学の横山彰氏によるコ 
メソトに負うところが大きい。この場を借りて横山氏に感謝します。

ところでKelly〔28〕の rjust Liberalの不可能性J は形式的にSenのそれに類似している力；， Senのものと 
は異なり，若干の正当化が可能だと思われる。というのは，Justiceは最終結果に， Liberalは選択の自由に関心を 
持つ故に，両者の対立が予期されるからである。 この意味でParetianは前者より後者に近いと考えられるので 
Paretian Liberalの可能性は大いにあり得ると思われる。
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否両論が行われた（序)。そこで我々は批判的な観点から，提出されたS e n と Gibbardの二つの 

バラドックス及びその解決の論理を整理し（I ,  n, V’ V ) , 幾つかの問題点を指摘した（皿，VOo 

Senの場合，条 件 SL 又はは諸個人の権利行使を否定してしまっているし，また彼の具体例は 

最初から純粋に個人的でない道徳的問題を扱っていた（in)。 G ibbardの場合はS e n より注意深 

く定式化されたが，彼の権利行使ル一ルは論理的にも現実的にも疑わしし、内容を持つものであっすこ 

(VI)。彼らの議論の欠陥は他の類似した諸問題の考察からも明らかであった（W)。

しかしながら論争から得るものは何もないわけではない。第 1 に，バラドックスは社会選択論の 

論脈で論ぜられていたことに注意せねばならない。形式的な論理構造の分析帰結はリペラル• バラ 

ドックスには妥当しなかったとはいえ，論理構造の明確化は他の諸問題解決への武器となることも 

十分あり得る。しかし適用に当っては注意深い吟味が必要である。例えぱA rrow の社会状態の定 

義 〔6, P .17〕は一見かなりの範囲をカバーするような印象を与えるが，これこそ誤用の源泉であゥ 

たと思われる。この点に注意が払われるようになったのは比較的最近のことである（cf. Poliak〔49, 

p. 89, n .19〕，Sen〔66〕，誇村〔72〕）。

第 2 に，S e n の関心はバラドックスそのものにあったと言うより，むしろParetianismの有効 

性にあったことを認めることも重要である。最近の論文〔68〕でも，彼 は Paretianismそれ自体

の欠陥及びそれとWelfarism (序数的効用だけを認め個人間比較を認めない立場）との結合がもたらす
(27)

諸困難を明らかにしている。確かにVの指摘は最近のBergson-Samuelson型 S W F の存在に関

する論争の理解に役立ったことは杏定し得ない（c f .谷ロ〔74〕）。し力、しながら，ここでSenの批

判に一言しておこう。Senの Paretian Epidemicの批判，つまり条件？とあるペア（ズ，_ダ）に对

して決定力を有する個人（/ ) の存在との結合がもたらす伝染的性質の原因は，S en が指摘した前

者にあるのではなくて後者にあると主張したい。MacKay〔37〕は条件f / とP を満たす集計装置はは 
(28)

とんど決定力を有するゾの存在を含意することを証明した（P.10S,レンマ1 ) 力*、，これも条件P に

起因するより装置が持つべきとされる合理性の要求に起因しているのである。従って，rpareto原

理と非独裁の条件とは矛盾するJ (Abrams〔1,P. 58〕）といった含意を引き出すことは不当である。

Senも言うように，条件P は必ずしも「満場一致」の考えを表していないことは確かだが，条件/^

はそもそも個人間対立が激しくないと考えられる状況にのみ適用されるべきであって，こCD条件を
(29)

組み込んで非循環的な判断を下すためには，対立を調整する条件の存在が不可欠なのである。

注(27) Sen〔67〕も参照。 また次の著きも結局はParetianismを批判していると思われるが， 導出される結論は批判点 
力、ら出てくるより最初から用意されていたように思われる。坂 井 〔58〕を参照。

(28) xPjy-*xPyが成立するならプはそのペアに对して決定力を有すると言われ，ODxPjy & (VtVメ ズ/>>>が成 
立するならメはほとんど決定力を有すると言われる。論理的には前者は後者を含意する。

C29) Senの不可能性以前は，条件の解釈はかなり好意的であった。例えぱ，Murakami〔42〕は，条 件 は 「民主主義 
の本質的特敦J (P. 89)であると言い，Pattanaik〔47]は r普遍的に受け入れられ得るj (p. 38)ものだとして評® 

している。ここでは，条 件 の否定はArrowの修正された条件2 (正の関連）と条件4 (市民主後）のどちらかの杏
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A rrow 型 S W F とBergson.Samuelson型 S W F の不可能性定理，S en 及びA bram sの主張 

が含意するのは，まさしく対立調整条件が合理的社会的判断には不可欠だということである。要す 

るに，条件尸又はParetianismだけに安住して明示的な主張を行うことは，その価値前提を不当 

に隠蔽するものだということである。S e n の Paretian W elfarism の批别及びN a th 〔43〕のア 

• プリオリな厚生経済学に対する批判は結局これを言っている。

最後に，S e n の Paretian Liberalism (又 は Libertarianism)の形式的分析は意図した通りの 

結果を生まなかったにもかかわらず，その試みは高く評価されねばならない。 とりわけ自由主義と 

は 何かを再考させる機縁となったことは否定し得ない。自由の否定的側面を重視してきた自由主義 

者 は Pareto的な価値判断（cf. Nath C43, pp. 8~11〕） を包摂すぺ きか棄却すべきか。ここで後者の 

立場を取ったRow ley〔53〕〔54〕及 び Rowley & Peacock〔56〕 の主張に一言してお こ う 。 彼 

ら は r個 々 人は自身の厚生の最言の判断者J であるとい う Paretian e th ic s の 一 つ を 否定するが, 

それでは誰が取って替るべきなのか。誰がそれを正当とみなすのか。 G. P. M arshall〔38〕は彼 

らの論理的かつr道徳的非整合性」（P. 26 ) を指摘する。例えぱ， Rowleyは自由を強調するが， 

他者にも彼の効用関数に自由を導入すべきことを要求している点で，自 分 （リペラリスト自身）だけ 

を唯 一 の 自律的存在とみなすI■倫理的ュゴイストJ の良き見本である， と （cf. Marshall C38, pp. 

26-27〕) 。

社会選択論はこれまでに様々な問題提起を行ってきたが，具体的な現実問題の本質を把えてきた

とは言い難い。論理構造の明確化という点では大きな進展を見たが，応用及び解釈という面では
(3の

分析技術と調和した進展を見せていないと思われる。 リペラル.バラドックスは図らずも社会選択 

論の存在価値及びそのRelevancyを問わざるを得ないものであったと言える。
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